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 鴨川市産後ケア事業実施要綱を次のように定める。 

  令和６年５月 30 日 

                           鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

鴨川市告示第 85号 

   鴨川市産後ケア事業実施要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号。以下「法」という。）第 17

条の２第１項に規定する産後ケア事業（以下「事業」という。）を実施することにより、

安心して子育てをすることができる環境を整備することを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 事業の対象とする者（以下「対象者」という。）は、本市に住所を有し、住民基

本台帳法（昭和 42 年法律 81 号）に基づく本市の住民基本台帳（以下「住民基本台帳」

という。）に記録されている者であって、出産後１年以内の女子（以下「産婦」という。）

及びその乳児とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録さ

れていることを要しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対

象としない。 

 (１) 産婦又はその乳児のいずれかが感染性疾患に罹患しているとき。 

 (２) 産婦に入院加療の必要があるとき。 

 (３) 産婦に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要があるとき（医師により事

業において対応が可能であると判断されたときを除く。）。 

 （事業の種別及び内容） 

第３条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 法第 17条の２第１項第１号に掲げる事業（以下「短期入所型事業」という。） 

 (２) 法第 17条の２第１項第２号に掲げる事業（以下「通所型事業」という。） 

 (３) 法第 17条の２第１項第３号に掲げる事業（以下「居宅訪問型事業」という。） 

２ 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 産婦及び乳児に対する保健指導及び授乳指導（乳房ケアを含む。） 

 (２) 産婦に対する療養上の世話 

 (３) 産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング 

 (４) 育児に関する指導、育児サポート等 

 (５) 産婦に対する食事の提供（居宅訪問型事業を除く。） 

 （利用の上限） 

第４条 事業の利用は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日数又は

回数を１単位とする。 

 (１) 短期入所型事業 １日（入所日及び退所日は、それぞれ１日とみなす。） 

 (２) 通所型事業 次に掲げる場合に応じ、次に定める回数 

  ア 対象者が個別に通所型事業を利用する場合 １回（１回当たり６時間以内とす

る。） 

  イ 対象者が集団で通所型事業を利用する場合 １回（１回当たり４時間以内とす

る。） 
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 (３) 居宅訪問型事業 １回（１回当たり２時間以内とする。） 

２ 事業の利用の上限は、出産１回につき７単位とする。 

３ 対象者は、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する事業の利用の上限

を超えて事業を利用することができる。 

 （利用の申請） 

第５条 事業を利用しようとする産婦は、鴨川市産後ケア事業利用申請書兼同意書（別記

第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、利用しようとする日の７日前までに、市長に

申請しなければならない。 

 (１) 生活保護受給証明書（生活保護受給世帯に属する者に限る。） 

 (２) その他市長が必要と認める書類 

 （利用の承認） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の

可否を決定し、鴨川市産後ケア事業利用承認（不承認）通知書（別記第２号様式）によ

り、申請者に通知するものとする。 

 （利用の変更） 

第７条 前条の規定により事業の利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、

第５条の申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、鴨川市産後ケア事業利

用変更（中止）申請書（別記第３号様式）により、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定

し、鴨川市産後ケア事業利用変更（中止）承認（不承認）通知書（別記第４号様式）に

より、申請者に通知するものとする。 

 （利用の承認の取消し） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すこ

とができる。 

 (１) 利用者が事業を必要としなくなったとき。 

 (２) 利用者が第２条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 (３) 虚偽の申請その他不正の手段により事業の利用の承認を受けた事実が明らかに

なったとき。 

 (４) 利用する施設が災害、事故その他やむを得ない事由により事業を実施することが

できなくなったとき。 

 (５) その他市長が利用者が事業を利用する必要がないと認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により事業の利用の承認を取り消したときは、鴨川市産後ケア事

業利用承認取消通知書（別記第５号様式）により、利用者に通知するものとする。 

 （費用の負担） 

第９条 利用者は、事業を利用したときは、事業の実施に係る費用の負担金として別表第

１に定める額を第 11 条の規定により委託を受けた者（以下「委託事業者」という。）に

支払うものとする。 

 （損害賠償） 

第 10 条 利用者は、故意又は過失により利用する施設、附属設備等を損壊し、又は滅失

したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 

 （委託） 

第 11 条 市長は、事業の実施を別表第２に定める病院、診療所、助産所等に委託するも
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のとする。 

 （実施状況の報告） 

第 12 条 委託事業者は、事業の実施状況について、実施した月ごとに報告書を作成し、

翌月 10 日までに市長に報告しなければならない。 

 （書類の整備等） 

第 13 条 委託事業者は、事業の実施状況を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿

等必要な書類を整備し、事業を実施した日の属する年度の終了後５年間保存しなければ

ならない。 

２ 委託事業者は、事業に関して市長が行う調査に協力しなければならない。 

 （その他） 

第 14 条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

別表第１（第９条関係） 

区分 負担金の額 

短期入所型事業 生活保護受給世帯 １日 0 円 

 その他の世帯 １日 3,000 円 

通所型事業 生活保護受給世帯 １回 0 円 

 その他の世帯 １回（個別） 2,000 円 

  １回（集団） 200 円 

居宅訪問型事業 生活保護受給世帯 １回 0 円 

 その他の世帯 １回 1,200 円 

別表第２（第 11条関係） 

区分 病院、診療所、助産所等 

名称 所在地 

短期入所型事業 医療法人社団マザー・キーフ

ァミール産院たてやま 

千葉県館山市北条 2186 番地１ 

 助産院ねむねむ 千葉県南房総市海老敷 422 番地１ 

通所型

事業 

個別 医療法人社団マザー・キーフ

ァミール産院たてやま 

千葉県館山市北条 2186 番地１ 

助産院ねむねむ 千葉県南房総市海老敷 422 番地１ 

集団 Ｃｏｒａｌ Ｂｏｄｙ Ｗｏ

ｒｋｓ 

山梨県甲府市塚原町 615 番地 21 

居宅訪問型事業 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 千葉県鴨川市東町 929 番地 

出張専門めぐる助産院 千葉県鴨川市広場 1290 番地９ 
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別 記 

 第１号様式（第６条関係） 

 

年  月  日 

（宛て） 

 鴨川市長 

                申請者  住所                 

                     （ふりがな）             

                     氏名               ㊞ 

                     電話番号   （    ）      

 

 

鴨川市産後ケア事業利用申請書兼同意書 

 

 産後ケア事業の利用について、鴨川市産後ケア事業実施要綱第５条の規定により、次の

とおり申請します。 

利用者 産婦 生年月日      年  月  日 

乳児 ふりがな  

氏名 

 
 

住所 （産婦の住所と同一の場合は、記入不要です。） 

 

生年月日      年  月  日 性別 男・女 

ふりがな  

氏名 
 

住所 （産婦の住所と同一の場合は、記入不要です。） 

 

生年月日      年  月  日 性別 男・女 

緊急 

連絡先 

氏名 
 

産婦から 

みた続柄 
 

住所 （産婦の住所と同一の場合は、記入不要です。） 

 

電話番号     （    ） 

申請理由 □ 産後に心又は身体の不調を感じている。 

□ 育児について自信がない、不安がある。 

□ 授乳について困っている。 

□ サポートをしてくれる人又は相談できる人が身近にいない。 

□ その他（                       ） 
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事業の種別 □ 短期入所型事業 

□ 通所型事業 

  （□ 個別  □ 集団） 

□ 居宅訪問型事業 

利用を希望する

事業者の名称 
 

利用希望日 （短期入所型事業） 

    年  月  日 ～    年  月  日 

（通所型事業） 

    年  月  日 

（居宅訪問型事業） 

    年  月  日    時  分～ 

世帯の区分 □ 生活保護受給世帯  □ その他の世帯 

その他 ※ アレルギー、感染症等に関する申出等を記入してください。 

 

 

 

添付書類 １ 生活保護受給証明書（生活保護受給世帯に属する者に限る。） 

２ その他市長が必要と認める書類 

個人情報の収集及び提供に関する同意書 

 １ 産後ケア事業の利用申請の審査に当たり、私及び乳児に係る住民基本台帳の記載

事項について、市が調査することに同意します。 

 ２ 申請書の内容及び産後ケア事業の実施に必要な情報を市が委託事業者に提供する

ことに同意します。 

 ３ 私及び乳児に係る産後ケア事業の利用時の健康状態等に関する情報について、委

託事業者が市に提供すること並びに市が新生児訪問及び母子保健サービスを行うた

めに必要な範囲で利用することに同意します。 

 

                    申請者氏名            ㊞ 
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 第２号様式（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                        鴨川市長          印 

 

 

鴨川市産後ケア事業利用承認（不承認）通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった産後ケア事業の利用の申請について、鴨川

市産後ケア事業実施要綱第６条の規定により、次のとおり決定したので通知します。 

 

１ 承認 

利用者氏名 産婦  

乳児  

 

事業の種別

及び利用日 

短期入所型事業     年  月  日～    年  月  日 

通所型事業     年  月  日 

居宅訪問型事業     年  月  日    時  分～ 

利用する事業者の名称  

世帯の区分 □ 生活保護受給世帯  □ その他の世帯      

負担金の額              

備考  

 

２ 不承認 

  理由 
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 第３号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

（宛て） 

 鴨川市長 

                申請者  住所                 

                     （ふりがな）             

                     氏名               ㊞ 

                     電話番号   （    ）      

 

 

鴨川市産後ケア事業利用変更（中止）申請書 

 

 産後ケア事業の利用について、鴨川市産後ケア事業実施要綱第７条第１項の規定により、

次のとおり変更（中止）したいので申請します。 

利用者氏名 産婦  

乳児  

 

変更（中止）

の内容 

 変更（中止）前 変更後 

短期入所型

事業 

    年  月  日～  

    年  月  日 

    年  月  日～  

    年  月  日 

通所型事業 
    年  月  日     年  月  日 

居宅訪問型

事業 

    年  月  日 

    時  分～ 

    年  月  日 

    時  分～ 

利用する事

業者の名称 
  

世帯の区分 □ 生活保護受給世帯 

□ その他の世帯 

□ 生活保護受給世帯 

□ その他の世帯 

負担金の額 
           円            円 

変更（中止）

の理由 
 

備考 
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 第４号様式（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                        鴨川市長          印 

 

 

鴨川市産後ケア事業利用変更（中止）承認（不承認）通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった産後ケア事業の利用の変更（中止）につい

て、鴨川市産後ケア事業実施要綱第７条第２項の規定により、次のとおり決定したので通

知します。 

 

１ 承認 

利用者氏名 産婦  

乳児  

 

変更（中止）

の内容 

 変更（中止）前 変更後 

短期入所型

事業 

    年  月  日～  

    年  月  日 

    年  月  日～  

    年  月  日 

通所型事業 
    年  月  日     年  月  日 

居宅訪問型

事業 

    年  月  日 

    時  分～ 

    年  月  日 

    時  分～ 

利用する事

業者の名称 
  

世帯の区分 □ 生活保護受給世帯 

□ その他の世帯 

□ 生活保護受給世帯 

□ その他の世帯 

負担金の額 
           円            円 

備考 
 

 

２ 不承認 

  理由 
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 第５号様式（第８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                        鴨川市長          印 

 

 

鴨川市産後ケア事業利用承認取消通知書 

 

     年  月  日付け     第  号で承認した産後ケア事業の利用につ

いて、下記の理由により取り消したので、鴨川市産後ケア事業実施要綱第８条第２項の規

定により通知します。 

 

記 

 

取消理由 


